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決　　　　議　　第三回定例会で可決しました。

政治家の寄附行為は法律で禁止されています
１ 政治家（候補予定者含む）は、選挙区内で一切お金や物品を贈ってはなりません。

※祭り、地域の行事、年末警戒、忘年会、新年会、旅行、お歳暮、学校行
事等（開催通知に会費の金額が明記されている場合は除く）

２ 有権者（実行委員会、各種団体等）が、政治家に対して寄附を求めてはな
りません。（開催通知に会費の金額が明記されている場合は除く）
３ 年賀状などの時候のあいさつ状（答礼のための自筆によるものは除く）を出
すことも禁止されています。

　区民の皆さまのご理解をお願いいたします。
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●北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議
　本年10月２日午前７時10分頃、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル
を発射し、日本海上の我が国の排他的経済水域に着水したものと推定さ
れている。
　我が国をはじめとする国際社会が、北朝鮮に対し再三にわたり強くミ
サイル発射の自制を求めてきたにもかかわらず、発射を強行し、我が国
の排他的経済水域に着水したことは、我が国のみならず東アジア地域全
体の平和と安定を損なう行為であり、許しがたい暴挙である。
　今回のミサイル発射が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も

行わないことを北朝鮮に義務付けた国連安全保障理事会決議や、日朝平
壌宣言にも違反することは明らかである。
　よって、本区議会は、北朝鮮のミサイル発射に対して厳重に抗議する
とともに、国連安全保障理事会決議に違反する行為を今後行わないよう
強く求めることをここに表明する。
　以上、決議する。
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意　　見　　書　　第三回定例会では、1件の意見書を可決し、10月11日に提出しました。

●固定資産税および都市計画税の軽減措置等の
継続を求める意見書（提出：区民生活委員会）

　わが国の景気は、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善傾
向が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが
期待されるところであるが、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与
える影響や、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実
性、原油価格の上昇や金融資本市場の変動の影響に十分留意する必要が
あり、区民や小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳しい。
　このような中、現在、都が実施している固定資産税および都市計画税
の軽減措置等は、区民生活の安定と、中小事業者にとっての事業の継続
や経営の健全化に大きな支えとなっており、今後も必要な措置であると
考える。
　23区の固定資産税は、都区共通の財源であり、こうした軽減措置等の
継続は当区の財政運営にも影響を与えることになるが、都が軽減措置等
を廃止することになれば、区民や小規模事業者に与える影響は極めて大

きく、地域社会の活性化や地域の景気にも悪影響を及ぼす要因となるこ
とが強く危惧される。
　よって、本区議会は都に対し、令和２年度以降の次の事項の継続につ
いて強く求めるものである。

　１　小規模住宅用地に対する都市計画税を２分の１とする軽減措置
　２　小規模非住宅用地に対する固定資産税および都市計画税を２割減
額する減免措置

　３　商業地等における固定資産税および都市計画税について、負担水
準の上限65％に引き下げる減額措置

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和元年10月11日

▶あて先・・・東京都知事

「ねりま区議会のしおり」
を配布しています
　区議会のしくみや仕
事をはじめ、請願・陳情
の書き方なども掲載し
ています。
　ぜひ、ご活用ください。

＊配布場所＊
区役所本庁舎１階、
各区民事務所、
地域集会所、
図書館　　　など

本会議のインターネットライブ中継
を開始しました　　　
　令和元年第三回定例会より、区議会ホー
ムページで本会議のライブ中継を開始しま
した。ご自宅のパソコンやスマートフォン等
でご覧いただけます。また、過去の本会議
の録画もご覧いただけます。

　詳しくは、「練馬区議会 議会放映」のページをご覧ください。

「練馬区議会 議会放映」ページのアクセス方法
練馬区議会ホームページ内の「本会議を見る」をクリック

▼
「議会放映システム（外部サイト）」をクリック
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